
第３回 農業委員会委員の定数等検討委員会 

 

と き：平成１６年 １月２７日（火） 

                   午後１時３０分～ 

ところ：築館合同庁舎３階第１会議室 

 

 

次       第 

 

 

１ 開   会 

 

２ 開会の挨拶   石 川 秋 男 委員長 

 

３ 案   件 

 

   １）選挙による委員定数及び選挙区設置についての検討 

    前回までの集約事項 

    選挙区について……農業委員会等に関する法律第１０条の２第２項

を適用し、当分の間、合併前の関係町村の区域

ごとに選挙区を設けることとする。 

                                   

                                   

 

 

    ２）その他 

 

 

 

４ 閉会の挨拶   飯 田  明 副委員長 

 

５ 閉   会 



項　　　目 築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 計

１.農業委員の定数

　　委員の構成 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数 　　定数　　　現在数

　・選挙による委員 　　１０　　　　１０ 　  １２　　　　１１ 　  １２　　　　１２ 　　１０　　　　１０ 　　１０　　　　１０ 　  １２　　　　１２ 　　１０　　　　１０ 　　１０　　　　１０ 　  １２　　　　１２ 　　１０　　　　１０ 　１０８　　　１０７

　・法１２条１号委員 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　　２　　　　　２ 　　２０　　　　２０

　・法１２条２号委員 　　　５　　　　　２ 　　　５　　　　　２ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　１ 　　　５　　　　　２ 　　　５　　　　　２ 　　　５　　　　　１ 　　５０　　　　１４

計 　  １７　　　　１４ 　　１９　　　　１５ 　　１９　　　　１５ 　　１７　　　　１３ 　　１７　　　　１３ 　　１９　　　　１５ 　　１７　　　　１３ 　  １７　　　　１４ 　　１９　　　　１６ 　　１７　　　　１３ 　１７８　　　１４１

２.農業委員会委員の任期

　・改選日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月２０日 平成１３年４月　１日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月２０日 平成１５年４月　１日 平成１４年７月２０日 平成１４年７月２０日

　・任期満了日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日 平成１６年３月３１日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日 平成１８年３月３１日 平成１７年７月１９日 平成１７年７月１９日

３.農業委員会選挙委員
　 の定数基準

　・区域面積（ha) ６，３６９ ５，２５６ ２４，４３６ ２，３４５ ８，７５８ ２，９２８ ３，７２３ ７，８４５ ３，０８８ １５，８９０ ８０，６３８

　・農地面積（ha) ２，３９７ ２，６３８ 　３，９９８ １，１５５ ２，６２６ １，５２５ 　　６４９ ２，４４８ ２，０６９ 　　　５０３ ２０，００８

４．基準農業者数
　（１０a以上耕作者）

　　世帯数 １，５５０ １，６９７ 　２，８８３ 　　６５０ １，５９３ 　　５８８ 　　４４５ １，６３６ １，１４５ 　　　３１０ １２，４９７

　　農業生産法人数 　　　　１ 　　　　１ 　　　　　５ 　　　　１ 　　　　３ 　　　　０ 　　　　０ 　　　　１ 　　　　１ 　　　　　０ 　　　　１３

　　基準農業者数計 １，５５１ １，６９８ 　２，８８８ 　　６５１ １，５９６ 　　５８８ 　　４４５ １，６３７ １，１４６ 　　　３１０ １２，５１０

５．農業委員選挙の選挙
人

名簿登録者数
３，６７７ ４，２８０ 　５，２０３ １，７２９ ３，５２３ １，７１３ １，５０３ ３，９６４ ２，８２５ 　　　７５６ ２９，１７３

６．農地法届出処理件数 平成１４年度実績

　　第３条関係 　　　５５ 　　１００ 　　　　９１ 　　　１３ 　　　５２ 　　　２７ 　　　１９ 　　　４５ 　　　７１ 　　　　　３ 　　　４７６

　　第４条関係 　　　　８ 　　　　４ 　　　　　６ 　　　　１ 　　　　４ 　　　　２ 　　　　２ 　　　　５ 　　　　９ 　　　　　２ 　　　　４３

　　第５条関係 　　　４８ 　　　２２ 　　　　２１ 　　　　０ 　　　３０ 　　　　６ 　　　　１ 　　　１５ 　　　　８ 　　　　１０ 　　　１６１

　　第２０条関係 　　　１４ 　　　１９ 　　　　　９ 　　　　０ 　　　３３ 　　　１１ 　　　　０ 　　　　７ 　　　１８ 　　　　　１ 　　　１１２

　　農業経営基盤強化法 　　　　８ 　　　６５ 　　　　５６ 　　　１２ 　　１０８ 　　　５６ 　　　３２ 　　　　３ 　　　５７ 　　　　　０ 　　　３９７

　　　　計 　　１３３ 　　２１０ 　　　１８３ 　　　２６ 　　２２７ 　　１０２ 　　　５４ 　　　７５ 　　１６３ 　　　　１６  １，１８９

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

　選挙区ごとの選挙によ
る委員の定数 　５ 　６ 　７ 　２ 　５ 　２ 　２ 　５ 　４ 　２ 　　４０

　一票の格差 1.94 1.89 1.97 2.29 1.87 2.27 1.99 2.10 1.87 1.00

　栗 原 郡 内 １０ 町 村 の 現 況

　農業委員会委員の定数等検討委員会資料

農地面積：各町村農家（地）基本台帳　　基準農業者数、選挙人人数：各町村農業委員会調べ

○農業委員会委員の選挙による定数



 

- 1 -

農業委員会委員の定数等検討委員会報告書 

  

  

 平成１５年１０月３０日の第６回栗原地域合併協議会において付託決定され

た農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設置については下記のとおり

検討したので報告します。 

 

記 

  

１ 統合後の農業委員会等に関する法律第７条の規定による農業委員会の選挙

による委員の定数は、４０人とする。 

２ 選挙区については、当分の間農業委員会等に関する法律第１０条の２第

２項を適用し合併前の関係町村の区域ごとに選挙区を設けることとし、各選

挙区の定数は、築館町の区域５人、若柳町の区域６人、栗駒町の区域７人、

高清水町の区域２人、一迫町の区域５人、瀬峰町の区域２人、鶯沢町の区域 

２人、金成町の区域５人、志波姫町の区域４人、花山村の区域２人とする。 

 

 

栗原地域合併協議会 

会長  菅 原 郁 夫  殿 

 

 

平成１６年 １月２８日報告 

 

栗原地域合併協議会 

農業委員会委員の定数等検討委員会 

委員長  石  川  秋  男 

 


